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威27年度介護報酬改定

宙後の介護報酬のイメージ

―ビス

本資料は、関係者の皆様への説明用として作成したものであり、2/6開
催の介護給付費分科会の検討状況等により変更がありうるものです。
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(注 )

・ サービス形態により、lヶ月(lヶ月は30日 換算)、 1日 あたり、1回あたり、1件あ
たりの介護報酬を算出

日以降のページで掲げる改定前後の介護報酬のイメージは、一定の前提に基づく
主なサービスの改定前後での報酬体系の概要を示したものである。
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1。 訪問介護
改定後のイメージ(訪間介護)

<現行>
3,820単位/月

<見直し後>
4,∞4単位/月 は線の加算を除0

・資質向上のための計
画的な研修の実施
・会議の定期的な開催
・文書等による指示及
び報告
・定期健康診断の実施
。介獲福祉士等の手厚
い配置
・サービス提供責任者
の手厚い配置
・菫度要介護者等の積
極的な受入

身体介護 (30分未満 )

△10単位/回
(この場合△70単位/月 )

生活援助(45分以上)

△11単位/回
(この場合△88単位/月 )

【前提】
0月 15回 (身体介護(20分以上30分未満)7回、生活援助(45分以上)8回 )利用の場合

(要介護2の利用者の平均的な利用回数)

0基本報酬に加え、次の加算を算定
・ 介護職員処遇改善加算(1)(86/1000)
・ 特定事業所加算(Ⅳ)(5/100)

※ その他、初期加算(100単位/月 )、 生活機能向上連携加算(100単位/月 )等がある。
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2。 訪間ス浴介護
0改定後のイメージ(訪間入浴介護)

<現行>
1,306単位/回

【前提】
0基本報酬に加え、次の加算を算定
・ 介護職員処遇改善加算(1)(34/1000)
・ サービス提供体制強化加算(36単位/回 )

※ 図中のサービス提供体制強化加算は、区分支給限度基準額の対象外である。

サービス提供体制
強化加算
(I)介餞福祉士の

体制を特に強化
(=)介霞福祉士の

体制を強化
(工 )常勤職員の体

制を強化
(Ⅳ)長期勤続職員

の体制を強化

<見直し後>
1,313単位/回

+20単位/回
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3.:|‐問看護
0改 定後のイメージ(訪間看護)

<現行>
合計6,878単位/月

【前提】
O訪 間看護ステーションにおける訪間看護の場合

0要介護5の利用者が、1月 あたり7回 (要介護5の利用者の平均的な利用回数)の

訪間看護(所要時間30分以上60分未満)を利用する場合

0基本報酬に加え、
口緊急時訪問看護加算(540単位/月 )を算定
0特別管理加算(1)(500単位/月 )を算定
・ 看護体制強化加算(300単位/月 )を算定

<見直し後>
合計7,038単位/月

看護体制強化加算

△20単位/回
△140単位/

4



4。 訪問リハビリテーション
O改 定後のイメージ(訪問リハビリテーション)

<現行>

861単位/日

社会参加支援加
=17単也′日

ウ ビヽリテーショ
冊

リハビリテーション
マネジメント加算〈1)

※ △10単位/日

【前提】
O訪 問リハビリテーション(1回あたり20分以上)を1日あたり2回提供した場合

● 現行と同様の加算を算定した想定では、基本報酬に加え、
ロリハビリテーションマネジメント加算(1)(60単位/月 )を算定
・ 短期集中リハビリテーション実施加算 (200単位/日 )を算定

● 新設の主な加算を算定した想定では、基本報酬に加え、
ロリハビリテーションマネジメント加算(I)(150単位/月 )を算定
B短期集中リハビリテーション実施加算(200単位/日 )を算定
・ 社会参加支援加算 (17単位/日 )を算定

・その他、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(+5/100)等がある。

※ 図中の単位数は、月あたりの単位数を1日 あたりの単位数に換算して表配している。
(訪問リハビリテーションの平均的な利用像である月6日 の利用を想定して換算)

<見直し後>
現行と同様の加算を算定した想定

814単位/日

<見直し後>
新設の主な加算を算定した想定

846単位/日

短期集中
リハビリテーション実施加算

リハビリテーション
マネジメント加算(■ )

25単御 日

5



5。 通所介護
改定後のイメージ (通所介護 )

<現行>
1,017単位/日

<見直し後>
1,110単位/日

【前提】
O 通常規模型事業所において、要介護 3の利用者が、7時間以上 9時間未満の

サービス提供を受けた場合

O基 本報酬に加え、以下の加算を算定
・ サービス提供体制強化加算(1)イ (介護福祉±5割以上)

・ 介護職員処遇改善加算(1)(40/1000)
・ 個別機能訓練加算(1)
口中重度者ケア体制加算
・ 認知症加算

・ その他、入浴介助加算(50単位/日 )、 栄養改善加算(150単位/月 2回 )等がある。

※ 図中のサービス提供体制強化加算は、区分支給限度基準額の対象外である。

6

+24単位/日

±6単位/日
サニビス提供体制強化加算

|【縦 組「‐|



6.通所リハビリテーション
O改 定後のイメージ(通所リハビリテーション)

<現行>

1,035単位/日

<見直し後①>
現行と同様の加算を算定した想定

1,048単位/日

<見直し後②>
新設の主な加算を算定した想定

1,163単位/日

社会参加支援加算 12H御日

短期集中個別
リハビリテーション実施加算

110単位/日
短期集中個別
リハビリテーカ ン実施加算

l10単御 日

マネジメント加算(I)
128単位/日

+46単位/日

【前提】
O通 常規模の事業所が、要介護2の利用者 (医療機関を退院後3月 以内の者)に対して、

6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションを提供する場合

● 現行と同様の加算を算定した想定では、基本報酬に加え、
日介護職員処遇改善加算(1)(34/1000)を算定
・ リハビリテーションマネジメント加算(1)(230単位/月 )を算定
・ 短期集中個別リハビリテーション実施加算(110単位/日 )を算定

● 新設の主な加算を算定した想定では、基本報酬に加え、
日介護職員処遇改善加算(1)(34/1000)を算定
・ リハビリテーションマネジメント加算 (■ )(1020単位/月 )を算定
・ 短期集中個別リハビリテーション実施加算 (110単位/日 )を算定
口社会参加支援加算(12単位/日 )を算定

口その他、重度療養管理加算 (100単位/日 )、 中重度者ケア体制加算(20単位/日 )、

若年性認知症利用者受入加算 (60単位/日 )、 サービス提供体制強化加算(1)イ
(18単位/回 )等がある。

※ 図中の単位数は、月あたりの単位数を1日あたりの単位数に換算して表記している。
(通所リハビリテーションの平均的な利用像である月8日 の利用を想定して換算)
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7。 特定施設ス居者生活介護
O改 定後のイメージ(特定施設入居者生活介護)

<見直し後>

863単位/日

認知症

専門ケア加算 ‐

(1)研修修了者による強化
(■ )指導に係る研修修了者
による更なる強化

【前提】
O要介護5の場合

0基本報酬に加え、
口介護職員処遇改善加算(1)(61/1000)を算定
・ 認知症専門ケア加算(I)(3単位/日 )【新設】を算定
・ サービス提供体制強化加算(1)口 (12単位/日 )【新設】を算定
口その他、既存の加算として、

個別機能訓練加算(12単位/日 )

夜間看護体制加算(10単位/日 )

医療機関連携加算(80単位/日 ) 等がある。

<現行>

869単位/日

サービス提供体制
強化加算

(I)イ

(I)口 介醸福社士の体網を強化
(I)常動議員の体制を強化
(肛)長期動続職員の体制を強化
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8。 居宅介護支援
改定後のイメージ 居宅介護支援費(1)

■3蕊翌[)件  ⇒ <見直し後>
1,353単位/件

【前提】
O居 宅介護支援費(1)のうち要介護3口 4・ 5の場合
・基本報酬に認知症加算と独居高齢者加算を包括化し、1,353単位を算定

※ その他、特定事業所加算(1)(500単位/件)等がある。

+47単位/件
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<現行>
ユニット型個室
1,062単位/日

<見直し後>
ユニット型個室
1,065単位/日

<現行>      <見 直し後>

"21重
1言

'日

⇒ 1劇ζ』1言
'日

9.介護老人福祉施設
0改 定後のイメージ(介護福祉施設サービス)

【前提】

O基 本サービス費は、介護福祉施設サービスを利用する要介護5の入所者の場合。

O主 な体制加算として以下を算定。(ユニット型個室の場合)

・ 栄養マネジメント加算(14単位/日 )

日夜勤職員配置加算(I)(入所定員31人～50人)(27単位/日 )

・ 看護体制加算(I)(入所定員31～ 50人 )(13単位/日 )

・ 個別機能訓練加算 (12単位/日 )

・ 介護職員処遇改善加算(1)(59/1000)
・ 日常生活継続支援加算(I)(46単位/日 )

0上 記に加え、

・ 看取り介護加算 (死亡日以前4日 以上30日 以下144単位)、 在宅・入所相互利用加算
(40単位)について、今回の見直しにより充実をしている。

・ その他、サービス提供体制強化加算(日 常生活継続支援加算を算定できない場合)、

療養食加算日経口移行加算日経口維持加算等がある。

O多 床室の基本サービス費については、平成27年 8月 より、室料相当である47単位が
減少し(861単位⇒814単位)、 同時に、基準費用額に470円 (/日 )が上乗せされる。

O新 設多床室と既設多床室の報酬の区分は設けない
`

個別機能」H練加算 12単位

看護体制加算  1

栄養マネシ
・メント加算

個別機能Jll練加算

看護体制加算

栄養マネブルト加算

活継続支援加算

個別機能讀1練加算 12単位

看護体制加算  13単位

栄養マネブルト加算
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<見直し後>
強化型
単位/日 <現行>

加算型
1,219単位/日

<見直し後>
加算型

1,212単位/日
<現行>
通常型

1,198単位/日短期集中リハビリ
テーション実施
加算

“

単位

10。 介護老人保健施設
0改 定後のイメージ(介護保健施設サービス)

<現行>
強化型

1,258単位/日

短期集中り′
ァーション実施
加算 240単位

短期集中:

テーション実施
加算 240単位

【前提】
O従 来型老健の多床室の場合

O要 介護3の入所者を想定

O強 化型(在宅復帰の状況が50%を超える等の要件を満たす施設)、 加算型(在宅復
帰の状況が30%を超える等の要件を満たす施設)、 通常型(強化型及び加算型以外
の施設)のそれぞれについて記載

O基 本報酬に加え、
・ 介護職員処遇改善加算(1)(27/1000)を 算定
・ 加算型については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (27単位/日 )を算定
・ サービス提供体制強化加算(12単位/日 )、 夜勤職員配置加算(24単位/日 )、 短期
集中リハビリテーション実施加算(240単位/日 )を算定

・ その他、栄養マネジメント加算 (14単位/日 )等がある。

<見直し後>
通常型

1,184単位/日

短期凛中り′
テーション実施
加算 240単位
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11。 介護療養型医療施設
○ 改定後のイメージ(介護療養施設サービス)

<現行> <見直し後>
1′357単位/日      療養機能強化型A

l′356単位/日

【前提】
O療養病床を有する病院の多床室の場合(看護6:1,介護4:1)

○ 要介護5の入院患者を想定

○ 療養機能強化型A、 B(入院患者のうち、重篤な身体疾患を有する者の割合が一定
割合以上である等の要件を満たす病院)及びその他(療養機能強化型A及びB以外の
病院)のそれぞれについて配載

0基本報酬に加え、
・ 介護職員処遇改善加算(1)(20/1000)を算定
ロサービス提供体制強化加算(12単位/日 )を算定
口特定診療費のうち、感染対策指導管理(5単位/日 )、 褥療対策指導管理(5単位/
日)を算定

・ その他、栄養マネジメント加算(14単位/日 )等がある。

<見直し後>
療養機能強化型B
l,335単位/日

<見直し後>
その他

1,298単位/日
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介護看護
0改 定後のイメージ(定期巡回口随時対応型訪問介護看護)

⇒ 合計二量話器 月

12。 定期巡回 0随時対応型訪間

<現行>
合計 19,136単位/月

【前提】
O要 介護3の場合

0定 期巡回・随時対応型訪間介護看護費(1)((訪間看護サービスを行わない場合)

又は定期巡回口随時対応型訪問介護看護費(I)を算定

○ 基本報酬に加え、次の加算を算定
・ 総合マネジメント体制強化加算(1,000単位/月 )

・ 介護職員処遇改善加算(1)(86/1000)
・ サービス提供体制強化加算(640単位/月 )

※ その他、初期加算(30単位/日 )等がある。
※ 今回の報酬改定では、利用者が通所系サービスを利用した日における定期巡回・随
時対応型訪問介護看護費の減算となる単位数について見直し。
(現行)1日 あたり△146単位～△665単位 ⇒ (見直し後)1日 あたり△62単位～△322単位

※ 図中のサービス提供体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算は、区分支給限
度基準額の対象外である。

△1,131単位/月
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13.小規模多機能型居 介護
○ 改定後のイメージ(1ヽ規模多機能型居宅介護)

<現行>
合計 24,944単位/月

<見直し後>
合計 25,503単位/月 饉線の加算を除0

△1,377単位/月

【前提】
○ 要介護3の場合

O同 一建物居住者以外の者に対して行う場合

○ 基本報酬に加え、次の加算を算定
・ 総合マネジメント体制強化加算 (1,000単位/月 )

・ サービス提供体制強化加算(640単位/月 )

・ 介護職員処遇改善加算(1)(86/1000)

※ 所定の要件を満たす場合は、看護職員配置加算 (■ )に代えて、現行の看護職員配

置加算(1)(常勤の看護師を配置した場合 :900単位)又は看護職員配置加算(I)(常
勤の准看護師を配置した場合:700単位)を取得することも可能。

※ その他、初期加算 (30単位/日 )、 認知症加算((1)800単位/日 )、 訪問体制強化加

算 (1,000単位/月 )等がある。
※ 図中の訪間体制強化加算、サービス提供体制強化加算、総合マネジメント体制強化
加算は、区分支給限度基準額の対象外である。
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○ 改定後のイメージ(認知症対応型共同生活介護)

<現行>
1,006単位/日 ⇒

<見直し後>
1,001単位/日

△50単位/日

【前提】
01ユ ニット事業所で要介護度3の利用者の場合

○ 基本報酬に加え、
・ 夜間支援体制加算(1)
・ サービス提供体制強化加算(1)イ (介護福祉±6割以上)

・ 医療連携体制加算
・ 介護職員処遇改善加算(1)(83/1000)
を算定

※ その他、看取り介護加算(144単位/日 死亡日以前4日 以上30日 以下の場合)、 認知
症専門ケア加算(1)(3単位/日 )等、若年性認知症受入加算(120単位/日 )がある。
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15.看護小規模多機能型居宅介護
○ 改定後のイメージ(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護))

<現行>
26,85フ単位/月

サービス提供
体制強化加算

【前提】
0要 介護3の登録者が看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合

○ 当該登録者が事業所と同一の建物以外に居住する場合

0基 本報酬に加え、
口総合マネジメント体制強化加算 (1,000単位/月 )を算定
・ 介護職員処遇改善加算(1)(76/1000)を算定
ロサービス提供体制強化加算(640単位/月 )を算定
・ その他、訪間看護体制強化加算(2,500単位/月 )等がある。

※ 図中の訪間看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算、総合マネジメント体制
強化加算は、区分支給限度基準額の対象外である。

⇒   27,883蝉哺主テ腎誦 鷲加算を除く)

I11'11藤
堀雲鷲加算

サービス提供
体制強化加算

△1,000単位/月
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